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平成 27 年 9 月 25 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 シ ー ア ー ル イ ー 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山下 修平 

（証券コード 3458 東証第二部） 

問合せ先 執行役員管理本部長 永浜 英利 

（TEL 03－5572－6600） 

 

監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年 9 月 25 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行等を目

的として、定款の一部変更について、平成 27 年 10 月 29 日に開催予定の第 7 期定時株主総会に

付議することを、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、本件に伴う監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査

等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 

 

記 

 

1．監査等委員会設置会社への移行について 

（1）移行の目的 

 監査等委員会を設置し、そのメンバーである監査等委員である取締役には取締役会における

議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレ

ートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。 

 

（2）移行の時期 

 平成 27 年 10 月 29 日開催予定の第 7 期定時株主総会において、定款の一部変更等の議案の

ご承認をいただくことを条件に、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行い

たします。 

 

2．定款の一部変更について 

（1）定款変更の目的 

①監査等委員会設置会社へ移行するために、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設

並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものです。 

②会社の事業範囲の拡大に伴い、目的に、「不動産特定共同事業」並びに「金銭の貸付、金銭の

貸付の仲介及び債権の買取」を追加するものです。 
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③「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）により、社外取締役のみでなく

業務執行をしない取締役との間においても、責任限定契約を締結することが可能となったこ

とに伴い変更するものであります。 

④その他全般に関して条文の新設・削除に伴い、条数の整備を行うものであります。 

 

（2）定款変更の内容 

 変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

（3）日程 

  定款変更のための株主総会開催日（予定）   平成 27 年 10 月 29 日 

  定款変更の効力発生日（予定）        平成 27 年 10 月 29 日 

 

以上 
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【別紙】定款変更の内容 

 

変更部分には下線を付しております。 

現 行 定 款 変 更 案 

（目 的） （目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

（ １ ）不動産の所有、開発、利用、売買、賃

貸及び仲介 

（ ２ ）不動産の管理、鑑定及び貸借の受託 

（ ３ ）不動産の有効活用、開発に関するコン

サルティング業務 

（ ４ ）流通に関するコンサルティング業務 

（ ５ ）土木、建築の設計、監理及び請負 

（ ６ ）損害保険代理業及び生命保険の募集に

関する業務 

（ ７ ）金融商品取引法に規定する第二種金融

商品取引業、投資助言・代理業及び投資

運用業 

（ ８ ）不動産投資顧問業 

＜新  設＞ 

（ ９ ）荷造梱包業 

（１０）倉庫業 

＜新  設＞ 

 

（１１）有価証券の保有及び運用 

（１２）コンピューターシステムの販売 

（１３）発電及び売電に関する事業 

（１４）コンテナの販売及びコンテナ賃貸業 

（１５）不動産情報サービス業 

（１６）前各号に附帯関連する事業 

 

（機関） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

（ １ ）不動産の所有、開発、利用、売買、

賃貸及び仲介 

（ ２ ）不動産の管理、鑑定及び貸借の受託 

（ ３ ）不動産の有効活用、開発に関するコ

ンサルティング業務 

（ ４ ）流通に関するコンサルティング業務 

（ ５ ）土木、建築の設計、監理及び請負 

（ ６ ）損害保険代理業及び生命保険の募集

に関する業務 

（ ７ ）金融商品取引法に規定する第二種金

融商品取引業、投資助言・代理業及び

投資運用業 

（ ８ ）不動産投資顧問業 

（ ９ ）不動産特定共同事業 

（１０）荷造梱包業 

（１１）倉庫業 

（１２）金銭の貸付、金銭の貸付の仲介及び

債権の買取 

（１３）有価証券の保有及び運用 

（１４）コンピューターシステムの販売 

（１５）発電及び売電に関する事業 

（１６）コンテナの販売及びコンテナ賃貸業 

（１７）不動産情報サービス業 

（１８）前各号に附帯関連する事業 

 

（機関） 
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第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

 

（員数） 

第１７条 当会社の取締役は、８名以内とす

る。 

＜新  設＞ 

 

 

（選任方法） 

第１８条 取締役は、株主総会において選任す

る。 

 

 

２～３  ＜条文省略＞ 

 

（任期） 

第１９条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

 

＜新  設＞ 

 

 

 

＜新  設＞ 

 

 

第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査等委員会 

＜削  除＞ 

（３）会計監査人 

 

（員数） 

第１７条 当会社の取締役は、１２名以内と

する。 

  ２ 前項の取締役のうち、監査等委員で

ある取締役は、４名以内とする。 

 

（選任方法） 

第１８条 取締役は、監査等委員である取締

役とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会において選任する。 

 

２～３ ＜現行どおり＞ 

 

（任期） 

第１９条 取締役（監査等委員であるものを

除く。）の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

  ２ 監査等委員である取締役の任期は、

選任後２年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

  ３ 任期の満了前に退任した監査等委員

である取締役の補欠として選任された

監査等委員である取締役の任期は、退
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（取締役会の招集通知） 

第２２条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役及び各監査役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することができ

る。 

  ２．取締役及び監査役の全員の同意あると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。 

 

 

＜新  設＞ 

 

 

 

 

 

 

第２４条  ＜条文省略＞ 

 

（報酬等） 

第２５条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産

上の利益（以下「報酬等」という。）は、

株主総会の決議によって定める。 

 

 

（社外取締役との責任限定契約） 

第２６条 当会社は、会社法第４２７条第１項

の規定により、社外取締役との間に、任

任した監査等委員である取締役の任期

の満了する時までとする。 

 

（取締役会の招集通知） 

第２２条 取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役に対して発する。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

 

  ２．取締役の全員の同意あるときは、招集

の手続きを経ないで取締役会を開催す

ることができる。 

 

（取締役への重要な業務執行の決定の委任） 

第２４条 当会社は、会社法第３９９条の１

３第６項の規定により、取締役会の決

議によって重要な業務執行（同条第５

項各号に掲げる事項を除く。）の決定の

全部又は一部を取締役に委任すること

ができる。 

 

第２５条  ＜現行どおり＞ 

 

（報酬等） 

第２６条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産

上の利益は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主総

会の決議によって定める。 

 

（取締役との責任限定契約） 

第２７条 当会社は、会社法第４２７条第１項

の規定により、取締役（業務執行取締役
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務を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（員数） 

第２７条 当会社の監査役は、４名以内とす

る。 

 

（選任） 

第２８条 監査役は、株主総会の決議によって

選任する。 

  ２．監査役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数をもって行う。 

 

（任期） 

第２９条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと

する。 

  ２．任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退任

した監査役の任期の満了する時までと

する。 

 

（常勤の監査役） 

第３０条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。 

等であるものを除く。）との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる。た

だし、当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

第５章 監査等委員会 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（常勤の監査等委員） 

第２８条 監査等委員会は、その決議によって

常勤の監査等委員を選定することがで
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（監査役会の招集通知） 

第３１条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

  ２．監査役の全員の同意があるときは、招

集の手続きを経ないで監査役会を開催

することができる。 

 

（監査役会規程） 

第３２条 監査役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、監査役会において定める

監査役会規程による。 

 

 

（報酬等） 

第３３条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。 

 

（社外監査役との責任限定契約） 

第３４条 当会社は、会社法第４２７条第１項

の規定により、社外監査役との間に、任

務を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく責任の限度額

は、法令が規定する額とする。 

 

第３５条～第４０条 ＜条文省略＞ 

 

 

 

きる。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第２９条 監査等委員会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査等委員に対して発

する。ただし、緊急の必要があるときは、

この期間を短縮することができる。 

  ２．監査等委員の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで監査等委員

会を開催することができる。 

 

（監査等委員会規程） 

第３０条 監査等委員会に関する事項は、法令

又は本定款のほか、監査等委員会におい

て定める監査等委員会規程による。 

 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

＜削  除＞ 

 

 

 

 

 

 

第３１条～第３６条 ＜現行どおり＞ 
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＜新  設＞ 

 

 

 

 

 

附  則 

 

（社外役員の責任免除に関する経過措置） 

平成27年10月開催の定時株主総会終結前の社

外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行

為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任

を限定する契約については、なお従前の例によ

る。 

 

 

以上 

 

 


